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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、企業理念に基づき「お客様の快適・健康で環境にやさしい心豊かな生活になくてはならないコロナ」を目指して積極的な事業展開を行なっ
てまいります。経営の透明性および効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え、企業価値を継続的に高めていくことが、当社のコーポレー
ト・ガバナンスに関する基本的な考え方であり、経営の最重要課題のひとつであると認識しており、「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨・精神
を尊重し、コーポレートガバナンスの充実に取り組むよう努めることを基本方針としております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則１－４】政策保有株式

・政策保有に関する方針

当社は、事業を持続的に成長させるためには、様々な企業との協力関係が不可欠であると考えております。中長期的に企業価値を向上させるた
めに、当社は事業戦略上の重要性、取引先との事業上の関係強化などを総合的に勘案し、保有の合理性が認められる場合において、限定的に
政策保有株式を保有しております。２０１８年３月末日における連結総資産に対する保有割合は、２．１％であります。

保有株式については毎年、定期的にあるいは適時に取締役会で保有先の中長期的な財務状況、取引状況や将来の見通し、資本コスト等を踏ま
えた採算性など銘柄毎の保有の合理性を総合的に検証しております。

なお、検証の結果、保有の合理性が認められなくなったと判断された銘柄については保有株の全てまたは一部の売却を行い、縮減を図っておりま
す。

・議決権行使の基準

当社は、基本的に全ての議決権を行使いたします。

また、議決権の行使に関しては、保有目的、当該会社の経営・財務状況を勘案したうえで、議案ごとに企業価値の向上に資するか、株主価値を毀
損する恐れはないか、当社との事業関係の維持・強化に資するかどうかなどを総合的に検証し、賛否を判断いたします。

【補充原則４－２－１】（取締役会の役割・責務（２））

当社の社内取締役の報酬は、職務執行の対価としての固定報酬と単年度の業績に連動した変動報酬により構成されており、中長期的な業績と
連動した報酬体系とはなっておりませんが、社内取締役に対して株式累積投資への加入推進により自社株保有を通じて株主と利益を共有するこ
とで、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するインセンティブとしての役割を一部果たしていると考えます。　

なお、持続的な成長に向けた、より効果的で健全な企業家精神の発揮に資するインセンティブのあり方については、業績連動報酬や株式報酬の
導入による報酬体系全体の見直し等も含めて検討してまいります。

【補充原則４－１０－１】（任意の仕組みの活用）

当社は、取締役の指名、報酬決定に関し、独立社外取締役から意見を聴取し助言を得る体制とし、取締役会による実効的な経営陣の監督が可能
となるようにしております。取締役候補者の指名や報酬決定にあたっては、事前に代表取締役社長から監査等委員である取締役（社外取締役を
含む）に説明し、監査等委員である取締役（社外取締役を含む）の意見、助言を受ける機会を設けております。

なお、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役を構成員とする任意の委員会等の設置を検討してまいりま
す。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】政策保有株式

「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」の「原則１－４」に記載のとおりです。

【原則１－７】（関連当事者間の取引）

当社は、当社の役員等との取引を行う場合には、そうした取引が会社及び株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起する
ことのないよう、会社法及び当社取締役会規則に定められた手続きに従い、取締役会の承認と取引結果の報告を要することとしております。

【原則２－６】（企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮）

当社は基金型の企業年金制度を採用しており、コロナ企業年金基金において、アセットオーナーとしての機能を発揮できる体制を整え、受益者の
利益最大化を図っております。　

人事面においては、企業年金基金の運用執行理事に母体企業から適切な資質を持った人材を配置するなど、企業年金基金が委託運用機関に対
するモニタリング等の適切な活動を実施できるよう支援しております。

資産の運用にあたっては、スチュワードシップ・コードの受入れを表明している運用機関に年金資産の運用を委託しており、資産運用や企業年金
制度に精通した人材で構成する資産運用委員会を四半期毎に開催し、モニタリング結果を踏まえ、受託機関先の選定、シェア及び運用商品の検
討をするなど安定的な資産形成と年金基金財政の適正な運営を実現するための体制を構築しております。さらに、企業年金の専門性を補完する
必要性から、年金資産に関する運用基本方針や運用管理規程等を定めております。　　

なお、基金規約に基づいて、基金の運営上の重要事項については、受益者である従業員からの代議員が半数占める代議員会において決議して
おります。この体制により、当社と受益者との間に生じ得る利益相反についても適切に管理されております。

【原則３－１】（情報開示の充実）



（１）当社は、会社の経営理念や目標とする経営指標と中期的な経営戦略である第７次中期経営計画（２０１６年度から２０１８年度まで）を有価証
券報告書で開示するとともに、ホームページにも掲載しております。

（http://www.corona.co.jp/ir/policy/management/html）

（２）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方」に記載のとおりでありま
す。

（３）取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬については、会社法所定の手続きに従い、株主総会決議にて定めた監査等委員である取締
役を除く全取締役の報酬の総額の範囲内で、取締役会が決定いたします。各取締役の月額報酬は、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が
決定いたします。報酬の決定にあたっては、事前に代表取締役社長から監査等委員である取締役（社外取締役を含む）に説明し、監査等委員で
ある取締役（社外取締役を含む）の意見、助言を受ける機会を設けております。監査等委員である取締役の報酬については、会社法所定の手続
きに従い、株主総会決議にて定めた監査等委員である全取締役の報酬の総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定すること
としております。

（４）当社は、創業精神や企業理念、事業展開などにもとづき、迅速かつ的確な意思決定に資する人材を取締役（監査等委員を除く）候補者として
選任することとしております。取締役（監査等委員を除く）候補者の選任にあたっては、代表取締役社長が業績、人格、見識などを総合的に勘案し
取締役会に上程しますが、上程にあたり、選任手続の透明性・客観性を確保するため、代表取締役社長から監査等委員である取締役（社外取締
役を含む）に説明し、監査等委員である取締役（社外取締役を含む）の意見、助言を受ける機会を設けております。

また、前述の手続を通じて、定期的に監査等委員である取締役（社外取締役を含む）の関与を確保しつつ取締役の再任の可否を含めて検討する
ことで、取締役の解任の側面でも客観性、適時性、透明性を確保するよう努めております。

なお、上記の手続においてさらなる透明性・適時性・客観性を確保するため、当社では、取締役（監査等委員を除く）候補者の選解任にあたり、任
意の委員会等の設置を検討してまいります。

（５）個々の取締役（監査等委員である取締役を含む）候補者の選任理由については、株主総会招集通知に記載しております。

【補充原則 ４－１－１】（取締役会の役割・責務（１））

取締役会は、取締役会規則を定め、法令、定款で定める事項、その他経営上の重要な意思決定にかかる事項について、取締役会自身として判
断、決定することとしております。また、それ以外の業務執行について、執行役員会規則および職務権限規定を定め、経営陣に委任する範囲を明
確にしております。

【原則４－９】（独立社外取締役の独立性判断基準及び資質）

当社は、会社法および東京証券取引所が定める基準を満たす者の中から、当社の経営への助言および監督機能を発揮するために必要な、多様
かつ専門的な知識、経験と高い識見を有する人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。

【補充原則 ４－１１－１】（取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件）

当社の取締役会は、社内出身の取締役として、当社の営業・技術・製造・管理部門等の業務を経験した者をバランスよく選任するとともに、社外取
締役として、会計、コンプライアンス、内部統制、ＣＳＲ、企業法務、リスクマネジメント等に精通した者を選任することとしております。また、取締役
の性別、年齢等の属性について多様性を確保するよう配慮しており、特に女性活躍の観点から、女性の取締役を１名選任しております。なお、取
締役の員数は定款で１７名以内と定めております。

また、取締役の選任手続は原則３－１に記載のとおりであります。

【補充原則 ４－１１－２】（取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件）

取締役（監査等委員を含む）の上場会社の役員兼務状況は、株主総会招集通知に記載しております。株主総会招集通知は当社ホームページ内
に掲載しております。

（http://www.corona.co.jp/ir/library/index.html）

【補充原則 ４－１１－３】（取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件）

当社の取締役会は、取締役会の実効性を評価するために、事業年度ごとに、取締役全員に無記名方式でアンケートを行い、取締役会の構成、運
営、議題、取締役会を支える体制の整備運用状況、株主・投資家との関係等について分析・評価を行うこととしております。前年に洗い出された課
題を受け、取締役会の運営面や取締役の支援体制の整備などにつき改善を進めた結果、２０１７年度の評価において、取締役会全体の実効性は
概ね確保されていると評価されました。同アンケートにおいて、適切と評価された項目や改善がみられた項目については、維持・向上に努めるとと
もに、課題については検討・改善等を図り、さらなる取締役会の実効性及び機能の向上に取り組んでまいります。

【補充原則 ４－１４－２】（取締役・監査役のトレーニング）

当社では、取締役（監査等委員を含む）には、期待される役割と責務を全うできる資質を備えた人物を選任しております。それを踏まえ、当社は、
個々の取締役（監査等委員を含む）の属性に応じて、必要なトレーニングの機会の提供・斡旋や、費用面でこれを支援する体制を整えております。
社内出身の取締役には、経営者として備えておくべき、知識、技能の習得の促進を図りつつ、社外から選任する取締役には、会社の事業や経営
環境について理解を深める機会を設けるよう努めております。また、監査等委員である取締役には、特に役割・責務、会社の事業や経営環境など
に係る理解を深めるために、費用面での支援も含め、研修及び外部セミナー受講の機会を用意しております。

【原則５－１】（株主との建設的な対話に関する方針）

（１）代表取締役及び広報室担当執行役員は、株主・投資家（株主等）との対話全般について統括し、建設的な対話の実現に努めております。株主
等との実際の対話は、上記の者の他、株主等の希望と面談の主な関心事項も踏まえた上で、上記の者から指名された者が行っております。

（２）株主等との建設的な対話に際しては、中長期的な視点による株主等の関心事項等を踏まえ、正確な情報を提供すべく、当社では広報室が各
部門と連携の上、対話者を補助しております。

（３）株主等との建設的な対話は、株主総会、個別面談、決算説明会（中間・期末）、電話会議等を通じて実施しております。

（４）代表取締役及び広報室担当執行役員は、対話において把握された株主等の意見・関心・懸念等を経営陣幹部に必要に応じて報告しておりま
す。

（５）当社はディスクロージャーポリシーを作成し、ホームページに掲載しております。（https://www.corona.co.jp/ir/policy/disclosure.html）

株主及び投資家との積極的な対話、適時・公平な情報開示を行うとともに、株主等との対話において、インサイダー情報（未公表の重要事実）につ
いて社内規定に基づき厳重に管理します。なお、四半期毎の決算日翌日から決算発表日までは、決算情報に関する対話を控える「沈黙期間」とし
ております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満



【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社コロナ興産 10,937,610 37.29

公益財団法人内田エネルギ－科学振興財団 2,359,500 8.04

コロナ社員持株会 1,082,765 3.69

株式会社第四銀行 1,021,700 3.48

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 669,500 2.28

内田　力 607,077 2.07

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 393,900 1.34

外山産業株式会社 365,750 1.25

﨑山　ミツ子 316,486 1.08

株式会社北越銀行 296,450 1.01

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 金属製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当事項はありません。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 17 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 13 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

臺　祐二 公認会計士 △

丸山　結香 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



臺　祐二 ○ ○

臺祐二氏は、当社の会計監査人である有
限責任あずさ監査法人の出身者です。な
お、2018年３月期の当社の同法人に対す
る報酬等の支払いは37百万円です。

臺祐二氏は、公認会計士として培われた専門
的な知識・経験により社外取締役としての職務
を適切に遂行することができる人物である。同
氏は、当社の関係会社、主要株主、主要な取
引先の出身者等ではなく、取引所が定める独
立要件を全て充足しており、客観的かつ中立
的な立場から独立性の高い社外取締役として
職務を遂行することが期待できる。同氏は、当
社の会計監査人である有限責任あずさ監査法
人の出身者であるが、既に同法人を退職して
おり、公認会計士として独立した活動を行って
いる。また、同法人は法に従って独立した監査
を行っているほか、当社報酬への依存度の高
さも独立性に脅威が生ずるほどではない。以上
の理由から、同氏が一般株主と利益相反を生
ずる恐れがない者と判断し、独立役員として指
定した。

丸山　結香 ○ ○

当社は2018年３月期に、丸山結香氏が理
事長を務める特定非営利活動法人ワーキ
ングウイメンズアソシエーションへ、サポー
ター会員として会費３万円を支払っており
ます。

丸山結香氏は、企業経営者としての豊富な経
験と高い識見を有している。同氏は消費者とし
ての視点や女性活躍促進策など、広範かつ高
度な視点も有しているほか、当社の関係会社、
主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、
取引所が定める独立要件を全て充足してい
る。同氏が業務執行者を務める先との取引額
も独立性に脅威が生ずるほどではなく、客観的
かつ中立的な立場から独立性の高い社外取締
役として職務を遂行することが期待できる。以
上の理由から、同氏が一般株主と利益相反を
生ずる恐れがない者と判断し、独立役員として
指定した。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助し監査等委員会の運営に関する事務（以下、補助業務という。）を行うために、監査等委員会事務局を監査室におい
ております。当該補助業務を行う使用人は内部監査業務を兼任するものの、監査等委員会がさらに拡充を求める場合は代表取締役社長と協議
するほか、監査等委員会は、必要に応じて、監査室その他関係部門に対し、当該使用人の調査に協力するよう要請することができます。当該補助
業務を行う使用人が監査等委員会から必要な命令を受けた場合は、その命令に関して取締役（監査等委員である取締役を除く。）、使用人の指揮
命令を受けません。当該使用人の人事異動、評価等に関しては、事前に監査等委員会の同意を得る必要があります。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、会計監査人と定期的な会合を持つとともに、その会合には必要に応じて監査室も同席し、情報の共有化を図っております。ま
た、監査等委員会が選定する監査等委員を中心に監査室と連携を図りながら、監査計画に基づく監査を行っております。原則として月１回開催す
る監査等委員会には監査室も同席しており、情報の共有化とコミュニケーションを確保し、緊密な連携を図っております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名



その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定している。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他

該当項目に関する補足説明

「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」の「補充原則4-2-1」に記載のとおりです。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

第70期（2017年4月1日から2018年3月31日）に係る報酬等の額は以下のとおりです。

取締役（監査等委員を除く）12名230,506千円

取締役（監査等委員）3名18,675千円（うち社外取締役2名5,605千円）

（注）上記報酬等の額には、第70期に計上した役員退職慰労引当金繰入額を含んでおります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬については、会社法所定の手続きに従い、株主総会決議にて定めた監査等委員である取締役を
除く全取締役の報酬の総額の範囲内で、取締役会が決定いたします。各取締役の月額報酬は、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が決定
いたします。報酬の決定にあたっては、事前に代表取締役社長から監査等委員である取締役（社外取締役を含む）に説明し、監査等委員である取
締役（社外取締役を含む）の意見、助言を受ける機会を設けております。監査等委員である取締役の報酬については、会社法所定の手続きに従
い、株主総会決議にて定めた監査等委員である全取締役の報酬の総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定することとしてお
ります。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役（監査等委員）のサポートは、監査等委員会事務局を兼ねている監査室が行っております。取締役会資料を事前に送付し、関係部門
から議案の説明や各種情報提供を行うなど、社外取締役（監査等委員）の職務遂行をサポートするための環境を整備しております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

制度はありますが、現在は対象者はおりません。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、2016年6月28日開催の定時株主総会において、
監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置
会社に移行しております。

（1）取締役会

　取締役会は、取締役10名（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役3名（うち社外取締役2名）で構成されております。

当社は、原則として定時の取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、様々な視点からの検討と意見交換を踏まえたう
えで、法令、定款及び取締役会規則に定められた経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督しております。

（2）監査等委員会

　監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名と監査等委員である社外取締役2名で構成されております。

監査等委員である取締役は、取締役会のほか執行役員会及び戦略推進会議などの重要会議に出席し、取締役及び使用人の職務執行並びに業
務執行について、適法性監査及び妥当性監査を行っております。また、監査等委員会が選定する監査等委員は、各部門及び子会社への往査、
使用人との面談、稟議書など決裁書類やその他重要書類の閲覧などを通じて監査を実施しております。

（3）執行役員制度

　当社は、2003年5月に、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入いたしました。原則として月1回の定時執行役員会のほか、必要に
応じて臨時執行役員会を開催し、業務執行に関する重要事項について、審議及び決定しております。

（4）内部監査

　内部監査部門として、代表取締役社長直属の監査室を設置し、社長が承認した「監査計画表」に基づき、当社及び子会社に対して内部監査を
行っております。監査室は8名で構成され、うち2名は監査等委員会事務局の補助使用人を兼任しております。

（5）会計監査

　当社の会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人を選任しており、会計監査を執行した公認会計士は、櫻井清幸及び植草寛の2名で

あります。会計監査に係る補助者は、公認会計士3名、その他5名であります。なお、監査等委員会及び監査室と定期的に意見交換を行うなどの
連携を図っております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、経営の意思決定機関であり、業務執行を監督する機能をもつ取締役会に対し、監査等委員3名中の2名を社外取締役とすることで、経営
への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、監査等
委員である社外取締役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制と
しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

2018年6月27日に開催した第70期定時株主総会の招集通知は、2018年6月6日に発送し
ました。なお、当該招集通知は2018年6月1日に、ＴＤnet及び自社のウェブサイトにより電
子的に公表しております。

（https://www.corona.co.jp/ir/stock/meeting.html）

集中日を回避した株主総会の設定

当社は、株主総会が株主との対話の場であることを認識し、配当金支払等の実務面を考
慮しつつ、個人株主、法人株主の双方が株主総会に出席しやすくなるように、原則として
「集中日」（6月最終営業日の前営業日。当該日が月曜日である場合には、その前週の金
曜日。）以外の平日に開催しております。

なお、第70期定時株主総会は、2018年6月27日に開催しました。

その他
株主総会における報告事項の報告のビジュアル化に取り組み、総会終了後のイベントも
実施しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
ディスクロージャーポリシーを作成し、自社ホームページで公表しております。

（https://www.corona.co.jp/ir/policy/disclosure.html）

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

アナリスト・機関投資家向けに決算説明会（中間・期末）を定期的に開催してお
ります。

（https://www.corona.co.jp/ir/event/）

あり

IR資料のホームページ掲載
決算情報、決算情報以外の適時開示資料を自社ホームページに掲載しており
ます。

（https://www.corona.co.jp/ir/）

IRに関する部署（担当者）の設置 広報室

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は2005年1月25日に当社としての環境方針を初めて制定し、社内外に環境保全活動
に取り組むことを宣言した後、2005年11月24日に環境ISO14001の認証を取得し、環境保
全活動を一層活発に展開しております。

当社は地域への貢献として、地域の社会福祉施設への冷暖房設備の寄附を行っておりま
す。また、新潟県内の大学などの研究に対する助成や各種講演会開催などを行っている
公益財団法人内田エネルギー科学振興財団の活動を、1994年の設立以来サポートしてお
ります。このほかにも、各種スポーツイベントへの協賛や地元スポーツチームなどへの支
援、災害被災地への自社製品提供なども行っております。

なお、CSR・環境・社会貢献については自社ホームページでも紹介しております。

（https://www.corona.co.jp/csr/index.html）

その他
自社ホームページ（https://www.corona.co.jp/）や社内報を活用し、ステークホルダー全般
に対し積極的な情報開示を行うことによりステークホルダーとの円滑な関係を構築しており
ます。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、取締役会において、内部統制システムの構築に関する基本方針について、下記のとおり決定しております。

a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社グループは、取締役及び使用人がとるべき行動規範として「経営理念（コロナイズム）」を定め、法令遵守及び誠実な行動の確保を図る。

・監査等委員会は、監査等委員会監査等基準及び監査計画に基づき、取締役及び使用人の職務並びに業務執行を監査する。

・法令違反や不正行為等の発生、又はそのおそれのある状況を発見した場合に、直接通報相談を受け付ける内部通報窓口を社内・社外に設置
し、匿名での通報を認めるとともに通報者に対する不利益な取扱を禁止する。

・業務執行部門から独立した代表取締役社長直属の監査室は、監査計画に基づいて内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長及び監査等
委員会並びに関係部門に適宜報告する。

・当社グループは、業務執行に際して、反社会的勢力と一切の関係を持たない。不当要求に対しては、組織全体で毅然とした対応を行うことを基
本方針とし、拒否する意思表示を明確に行う。

b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務執行に係る情報については、管理基準及び管理体制を整備し、法令、定款及び規則・規定・要領等（以下、「社内規則」という。）に
基づき作成・保存する。

・上記の情報は、取締役会による取締役の職務の執行の監督又は監査等委員会による取締役の職務の執行の監査及び監督に当たり必要と認
めるときは、いつでも閲覧することができる。

c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社は、経営危機を事前に回避するため、社内規則に従い、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、各部門のリスク管理業
務を統括する。

・各部門の長は、自部門において内在するリスクを把握・分析・評価したうえで、適切な対策を実施するとともに、その管理状況を監督する。

・当社の経営に重大な影響を与えるような経営危機が発生した場合は、代表取締役社長を本部長とした対策本部を設置する。対策本部は、予め
定める社内規則に則り必要な対策を実施し、当社の損失を最小限に抑えるとともに早期の原状回復に努める。

d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社は、原則として定時の取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事
項を決定するとともに、業務の執行状況を監督する。

・当社は、経営の迅速な意思決定、取締役の効率的な職務執行を確保するため、執行役員制度を採用する。

・当社は、中期経営計画に基づき年度経営方針・年度部門方針アクションプラン等を策定し、目標達成に向けた進捗状況の管理を行う。

e. 財務報告の適正及び信頼性を確保するための体制

・当社は、財務報告に係る内部統制を円滑かつ効率的に推進するため内部統制規定及び内部統制評価要領を定め、内部統制の基本的枠組み
を示し、内部統制評価の区分・範囲及び基本的な手続きを明確にする。また、監査室を推進部門として全社的体制を整備する。

・当社は、内部統制の目的を達成するために、内部統制の基本的要素が業務に組み込まれたプロセスを構築し、組織内のすべての者によって適
切に機能するよう運用する。

・代表取締役社長は、内部統制の最終評価責任者として、財務報告の信頼性に影響を及ぼす重要性の観点から必要な範囲について、内部統制
の有効性を評価し、内部統制報告書を作成する。整備・運用状況の評価は、原則として評価対象業務及び部門から独立した監査室が代表取締役
社長を補助し行う。

f. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社及び子会社における情報の共有化、指示の伝達等が効率的に行われる体制を構築するため、社内規則に従い、グループ全体を統括管理
する総合企画室と、当該子会社の日常管理を行う業務管理部門とが連携・調整を図り、状況に応じて適切な管理を行う。

・当社は、関係会社管理規定に基づき、子会社に対して業務執行状況、財務状況等を報告させ、重要な意思決定及び事業活動に重要な影響を及
ぼす事項について、適時適切な報告をさせる体制を整備する。

・総務部・経理部等の専門的職能を有する関係部門は、総合企画室又は業務管理部門の要請に基づいて支援を行う。

・監査室は、代表取締役社長の指示により子会社に対して会計監査又は業務監査を行い、その結果を代表取締役社長及び監査等委員会並びに
関係部門に適宜報告する。

g. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

・監査等委員会の職務を補助し監査等委員会の運営に関する事務（以下、補助業務という。）を行うために、監査等委員会事務局を監査室に置
く。

・当該補助業務を行う使用人は内部監査業務を兼任するが、監査等委員会がさらに拡充を求める場合、代表取締役社長と協議する。

・監査等委員会は、必要に応じて、監査室その他関係部門に対し、当該使用人の調査に協力するよう要請することができる。

h. 前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・当該補助業務を行う使用人が監査等委員会から必要な命令を受けた場合は、その命令に関して取締役（監査等委員である取締役を除く。）、使
用人の指揮命令を受けない。

・当該使用人の人事異動、評価等に関しては、事前に監査等委員会の同意を得る。

i. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制及び監査等委員会に報告をした者が当該報告

をしたことを理由として不利な取扱を受けないことを確保するための体制

・監査等委員会が選定する監査等委員は、重要な意思決定の過程及び職務並びに業務の執行状況を把握するため、執行役員会その他重要な
会議に出席し、必要に応じて意見を述べ、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人に説明を求めることができる。

・監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）が決裁する稟議書その他職務執行に関する重要書類を閲
覧し、必要に応じて取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人に対して説明を求め、又は報告を受けることができる。

・監査等委員会が選定する監査等委員は、子会社における重要な意思決定の過程及び職務並びに業務の執行状況を把握するため、当該子会社
の取締役、監査役及び使用人並びに業務管理部門に対して説明を求め、又は報告を受けることができる。

・当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査役並びに使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、会社
の目的外の行為その他法令若しくは定款に反する事実を発見したとき、又は経営・業績に影響を及ぼす重要な事項について決定したときは、直ち
に当社の監査等委員会に報告する。

・監査等委員会に報告を行った者は、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱を受けないものとする。

j. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る

方針に関する事項

・監査等委員の職務の執行について生ずる費用を支弁するため、予め一定額の予算を確保し、監査等委員からの請求に応じ、監査等委員の職
務の執行について生ずる費用の前払若しくは償還又は債務の処理を行う。

k. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制



・代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、当社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等に
ついて意見交換を行い、相互認識と信頼関係を深めるように努める。

・代表取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会監査の重要性と有用性に対する認識及び理解を深める
よう促し、監査等委員会の職務執行が実効的に行われるよう相互に協力する。

・監査等委員会は、監査室及び会計監査人と定期的に会合を持つなど相互に連携し、監査方針や計画、監査結果の報告を受け、監査等委員会
監査の実効性確保を図る。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は反社会的勢力に対して組織全体で毅然とした態度で臨み、一切の関係を排除することを反社会的勢力対応要領に定め、全役職員に周知

徹底しております。

また、反社会的勢力からの不当要求に対する対応部署とフォロー体制を定めるとともに、関係機関が定期的に開催する研修会等に積極的に出

席し、対応についての情報収集に努めております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

□適時開示体制の概要

当社は、金融商品取引法並びに株式会社東京証券取引所の定める適時開示規則及びこれに関連する要請等を遵守しております。

当社は、取締役会及び執行役員会を毎月、かつ必要に応じて臨時に開催し、経営上重要な事項の審議及び決定を行っております。また業務執行
の推進のための戦略推進会議及びリスク管理委員会を設置しており、業務執行推進のための戦略上及び業務上のリスクに迅速かつ適切に対応
しております。

適時開示の担当部署は広報室が担っており、情報管理統括責任者（広報室担当役員）及び情報取扱責任者は上記会議体のいずれにも出席して
おります。また、適時開示の対象事案だけでなく、より広い範囲の重要な経営情報は代表取締役に報告されております。これらのことにより適時開
示の対象事案の有無をチェックし適宜公表できる体制になっており、加えて、コンプライアンス規定を設け法令順守の徹底にも併せて取り組んでお
ります。

当社は、適時開示の精神に則り、証券市場に対する投資者の信頼の維持・向上を図るべく会社情報の適時適切かつ誠実な開示を引き続き実施

して行く所存であります。




